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①
個
人
間
売
買
…
個
人
間
で

低
額
譲
渡
を
行
っ
た
場
合
、
売

主
に
つ
い
て
は
、
い
わ
ゆ
る
み

な
し
譲
渡
の
規
定
の
適
用
は
あ

り
ま
せ
ん
の
で
、
通
常
の
譲
渡

所
得
課
税
と
な
り
ま
す
。
買
主

に
つ
い
て
は
、
譲
渡
価
額
と
相

続
税
評
価
額
（
た
だ
し
、
譲
渡

資
産
が
土
地
・
建
物
の
場
合
に

は
、
通
常
の
取
引
価
額
）
と
の

差
額
に
対
し
て
、
贈
与
税
が
課

さ
れ
ま
す
。

な
お
、
譲
渡
価
額
が
時
価
の

二
分
の
一
未
満
の
場
合
に
、
売

主
に
譲
渡
損
が
生
じ
た
と
き
は

そ
の
譲
渡
損
は
な
い
も
の
と
み

な
さ
れ
、
買
主
は
売
主
の
取
得

価
額
及
び
取
得
時
期
を
引
き
継

ぎ
ま
す
。

②
法
人
間
売
買
…
法
人
間
で

低
額
譲
渡
を
行
っ
た
場
合
、
売

主
に
つ
い
て
は
、
譲
渡
価
額
と

時
価
と
の
差
額
は
買
主
に
対
す

る
寄
付
金
と
な
り
ま
す
。
買
主

に
つ
い
て
は
、
そ
の
差
額
は
受

贈
益
と
し
て
法
人
税
の
課
税
対

象
と
な
り
ま
す
。

③
個
人
が
売
主
で
法
人
が
買

主
で
あ
る
場
合
…
売
主
た
る
個

人
は
譲
渡
価
額
が
時
価
の
二
分

の
一
以
上
で
あ
れ
ば
通
常
の
譲

渡
所
得
税
が
課
さ
れ
（
同
族
会

社
等
の
行
為
ま
た
は
計
算
の
否

認
に
該
当
す
る
場
合
に
は
時
価

に
よ
り
譲
渡
し
た
も
の
と
み
な

さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
）
、

時
価
の
二
分
の
一
未
満
で
あ
れ

ば
「
み
な
し
譲
渡
」
と
し
て
時

価
で
譲
渡
し
た
も
の
と
し
て
課

税
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
て

買
主
た
る
法
人
は
、
い
ず
れ
の

場
合
で
も
時
価
と
の
差
額
は
受

贈
益
と
し
て
課
税
対
象
と
さ
れ

ま
す
（
買
主
が
同
族
会
社
で
一

定
の
と
き
は
売
主
か
ら
そ
の
同

族
会
社
の
株
主
へ
の
贈
与
が
あ

っ
た
も
の
と
し
て
取
り
扱
わ
れ

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
）。

④
法
人
が
売
主
で
個
人
が
買

主
で
あ
る
場
合
…
買
主
が
そ
の

法
人
の
従
業
員
の
場
合
は
時
価

と
の
差
額
は
賞
与
（
役
員
の
場

合
は
役
員
賞
与
）
と
さ
れ
、
給

与
所
得
課
税
さ
れ
ま
す
。
買
主

が
そ
の
法
人
の
従
業
員
以
外
の

場
合
に
は
時
価
と
の
差
額
は
寄

付
金
と
さ
れ
、
一
時
所
得
課
税

さ
れ
ま
す
。

適
正
価
格
で
取
引
さ
れ
な
い
場
合

の
課

税

関

係

売主 買主 譲渡価格 売主の課税 買い主の課税

個人 個人

個人 法人

法人 法人

法人 個人

注１）譲渡資産が、土地・建物の場合は時価は相続税評価額ではなく、通常の取引価額。
注２）時価の1/2未満で取引した場合、売主に譲渡損が生じたときは、その譲渡損はないも

のとみなし、買主は売主の取得価額を引き継ぐ。
注３）同族会社等の行為または計算否認の規定に該当する場合には、時価により譲渡所得

課税が行われる可能性あり。
注４）同族会社の譲渡者以外の株主の有する株式の価額が増加した場合には、その増加し

た部分に相当する金額を譲渡者から他の株主へ贈与したものとして取り扱われる。

適正価格で取引されない場合の課税関係（低額譲渡の場合）

時価の1/2以上 譲渡価額と相続税評価

時価の1/2未満
「みなし譲渡」規定なし 額との差額について贈

与税課税（注1、2）

時価の1/2以上 通常の譲渡所得課税（注3）
時価との差額は受贈益みなし譲渡課税（時価で
（注4）時価の1/2未満 譲渡したものとして課

税）

時価未満 時価との差額は寄付金 時価との差額は受贈益

買主が法人（売主）の役 時価との差額について
員の場合、時価との差 給与所得課税

時価未満 額は役員賞与
買主が従業員以外の場合 時価との差額について
時価との差額は寄付金 一時所得課税

個
人
や
法
人
が
取
引
を
行

う
場
合
に
、
適
正
な
価
額
で

そ
の
取
引
が
行
わ
れ
な
か
っ

た
場
合
に
は
、
い
ず
れ
か
一

方
、
ま
た
は
双
方
で
課
税
関

係
が
生
じ
る
場
合
が
あ
り

ま
す
の
で
注
意
が
必
要
で
す
。

低
額
譲
渡
の
場
合
と
高
額
譲

渡
の
場
合
が
あ
り
ま
す
が
、

こ
こ
で
は
低
額
譲
渡
に
つ
い

て
説
明
し
ま
す
。
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平
成
十
六
年
度
の
税
制
改
正
に
よ
り
、

土
地
・
建
物
等
の
譲
渡
損
失
は
、
土

地
・
建
物
等
の
譲
渡
所
得
以
外
の
所
得

と
の
損
益
通
算
が
廃
止
さ
れ
、
以
来
、

損
益
通
算
の
判
断
が
難
し
い
と
い
わ
れ

て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
以
下
に
ポ
イ
ン

ト
を
整
理
し
て
み
ま
す
。

１
　
損
益
通
算
の
対
象
等

所
得
税
に
お
い
て
、
各
種
所
得
の
金

額
に
損
失
が
あ
る
場
合
は
、
他
の
黒
字

の
各
種
所
得
の
金
額
と
損
益
の
通
算
を

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

し
か
し
、
特
定
の
各
種
所
得
の
損
失

や
特
殊
な
損
失
に
つ
い
て
は
、
他
の
各

種
所
得
の
金
額
と
損
益
通
算
が
で
き
ま

せ
ん
。
こ
の
関
係
を
図
示
す
る
と
図
表

１
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。

特
に
注
意
す
べ
き
も
の
と
し
て
、
平

成
十
六
年
一
月
一
日
以
後
に
行
う
土

地
・
建
物
等
の
譲
渡
に
よ
り
譲
渡
所
得

の
金
額
の
計
算
上
生
じ
た
損
失
の
金
額

に
つ
い
て
は
、
そ
れ
以
外
の
所
得
と
の

損
益
通
算
が
で
き
な
い
こ
と
が
あ
げ
ら

れ
ま
す
（
図
表
２
）。

２
　
損
益
通
算
の
順
序

具
体
的
に
は
、
図
表
３
の
よ
う
に
グ

ル
ー
プ
分
け
を
し
て
、
第
一
次
通
算
、

第
二
次
通
算
、
第
三
次
通
算
の
順
に
行

わ
れ
ま
す
。

5月号 2

図表１  損益通算できるもの、できないもの 

図表２  

区　分 内　容 

損益通算の 
できる損失 

次の所得の計算上生じた損失 
①不動産所得　②事業所得　③譲渡所得　④山林所得 

（下記の特殊な損失を除きます） 

損益通算の 
できない損失 

分離譲渡所得（土地・建物） 

次の所得及び所得の計算上生じた損失 
①利子所得　②配当所得　③給与所得　④退職所得　⑤一時所得　⑥雑所得 
 

特殊な損失 
①競走馬（事業用は除きます）、別荘、書画、骨とう、貴金属（1個又は1組の価額が30万 
　円超のもの）などの生活に通常必要でない資産についての所得の計算上生じた損失 
②非課税所得の金額の計算上生じた損失 
③不動産所得の計算上生じた損失のうち土地等の取得のための借入金利子対応分 
④土地建物等の譲渡によるいわゆる分離課税の譲渡所得の金額の計算上生じた損失 
⑤株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失 
⑥先物取引に係る雑所得等の金額の計算上生じた損失 
⑦個人に対する資産の低額譲渡により生じた損失 

分離長期 

分離短期 

総合譲渡所得（ゴルフ会員権等） 

総合長期 

総合短期 

損
益
の
相
殺 

事業所得 

不動産所得 

山林所得 

退職所得 

利子所得 

配当所得 

給与所得 

雑所得 

損
益
損
益
の
相
殺
相
殺
・
損
益
通
算
不
可

損
益
通
算
不
可 

損
益
の
相
殺
・
損
益
通
算
不
可 

損
益
通
算 損

益
の
相
殺 

一時所得 

損
益
通
算
の
ポ
イ
ン
ト 
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３
　
不
動
産
所
得
に
係
る
損
益
通

算
の
特
例

平
成
四
年
分
以
後
の
不
動
産
所
得
の

金
額
の
計
算
上
生
じ
た
損
失
の
金
額
が

あ
る
場
合
に
お
い
て
、
必
要
経
費
に
算

入
し
た
金
額
の
う
ち
に
業
務
の
用
に
供

す
る
土
地
又
は
土
地
の
上
に
存
す
る
権

利
を
取
得
す
る
た
め
に
要
し
た
負
債
の

利
子
の
額
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
損
失

の
金
額
の
う
ち
土
地
等
を
取
得
す
る
た

め
に
要
し
た
部
分
の
金
額
は
、
な
か
っ

た
も
の
と
さ
れ
、
他
の
各
種
所
得
の
金

額
と
は
損
益
通
算
で
き
ま
せ
ん
（
設
例

参
照
）。

４
　
居
住
用
財
産
の
譲
渡
損
失
の

損
益
通
算
の
特
例

平
成
十
六
年
分
以
降
の
各
年
分
に
お

い
て
、
土
地
・
建
物
等
の
譲
渡
に
よ
る

譲
渡
所
得
の
金
額
と
他
の
所
得
と
の
間

の
損
益
通
算
が
認
め
ら
れ
な
く
な
り
ま

し
た
。
た
だ
し
、
次
の
①
居
住
用
財
産

の
買
換
え
等
の
場
合
の
譲
渡
損
失
の
損

益
通
算
の
特
例
又
は
②
特
定
居
住
用
財

産
の
譲
渡
損
失
の
損
益
通
算
の
特
例
の

い
ず
れ
か
の
適
用
を
受
け
る
場
合
に
は
、

そ
の
損
益
通
算
が
従
来
ど
お
り
適
用
さ

れ
ま
す
。

a

居
住
用
財
産
の
買
換
え
等
の
場
合

の
譲
渡
損
失
の
損
益
通
算

所
有
期
間
が
五
年
を
超
え
る
一
定
の

居
住
用
財
産
を
譲
渡
し
、
か
つ
、
そ
の

譲
渡
し
た
年
の
前
年
一
月
一
日
か
ら
翌

年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
一
定

の
居
住
用
財
産
を
取
得
し
て
、
そ
の
取

得
を
し
た
年
の
翌
年
十
二
月
三
十
一
日

ま
で
の
間
に
居
住
の
用
に
供
し
た
場
合

で
、
譲
渡
損
失
が
あ
る
と
き
は
、
一
定

の
要
件
の
も
と
で
、
他
の
所
得
と
損
益

通
算
が
で
き
ま
す
。

s

特
定
居
住
用
財
産
の
譲
渡
損
失
の

損
益
通
算

所
有
期
間
が
五
年
を
超
え
る
一
定
の

居
住
用
財
産
を
譲
渡
し
た
場
合
で
、
そ

の
譲
渡
し
た
日
の
属
す
る
年
に
お
い
て

譲
渡
損
失
が
あ
る
と
き
は
、
一
定
の
要

件
の
も
と
で
、
譲
渡
資
産
に
係
る
住
宅

借
入
金
等
の
残
高
か
ら
譲
渡
の
対
価
の

額
を
控
除
し
た
残
額
を
限
度
と
し
て
、

そ
の
譲
渡
損
失
の
金
額
を
他
の
所
得
と

損
益
通
算
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

た
だ
し
、
譲
渡
に
係
る
契
約
を
締
結

し
た
日
の
前
日
に
お
い
て
、
そ
の
譲
渡

資
産
に
係
る
一
定
の
住
宅
借
入
金
を
有

す
る
場
合
に
限
り
ま
す
。

図表３  損益通算の順序 〈設例〉 

経常所得グループ 

損
益
の
相
殺
・
損
益
通
算
不
可 

利子 

配当 

不動産 

事業 

給与 

雑 

総合 
分離 
 
総合 
分離 

譲渡・一時所得グループ 

 

 

 

総合譲渡 

 

一時 

退職 

総 所 得  

山 林 所 得  退 職 所 得  

山林 

第一次通算 
第二次通算 

第三次通算 

で囲んだ所得は、その損失額を他の所得金額と通算できる 
所得を示します。 本年の所得は、次のとおりです。総所得はどうなりますか。 

 

　①　給与所得の金額 700万円 

 

　②　不動産所得の損失 200万円 

　　　（内訳） 

貸家の収入金額 720万円 

負債の利子 210万円 

減価償却費 350万円 

その他の経費 360万円 

 

　なお、この負債の利子は、前年にこの貸家をその敷地とともに

5,000万円で買い入れたときの借入金3,000万円の利子で、買入

代金のうち土地の価額は3,000万円です。 

 

〈解答〉 

①　土地の負債 

 借入金 建物の取得費　 土地の負債 

3,000万円－（5,000万円－3,000万円）＝1,000万円 

 

②　土地の負債利子 

210万円 × 1,000万円　＝70万円 
 3,000万円 

③　損益通算の対象損失 

200万円－70万円＝130万円 

 

④　 （給与所得） （不動産所得の損失） 

700万円－130万円＝570万円（総所得） 

第一次通算 
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青
果
店
を
営
む
個
人
事
業
主
Ａ

は
、
商
品
を
運
搬
す
る
た
め
の
車

両
を
購
入
し
ま
し
た
。
そ
の
購
入
の
際
に

次
の
①
か
ら
⑥
の
費
用
を
支
払
い
ま
し
た

が
、
こ
れ
ら
の
費
用
は
取
得
価
額
に
含
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
か
？

ま
た
、
購
入
の
際
に
取
り
付
け
た
ナ
ビ

ゲ
ー
シ
ョ
ン
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
は
、
ど

の
よ
う
に
取
り
扱
わ
れ
る
の
で
し
ょ
う

か
？①

自
動
車
取
得
税
　
②
自
動
車
重
量
税

③
自
動
車
税
　
④
自
賠
責
保
険
料
　
⑤
検

査
登
録
費
用
　
⑥
車
庫
証
明
費
用
　
⑦
カ

ー
ナ
ビ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
シ
ス
テ
ム

①
か
ら
⑥
に
つ
い
て
は
、
取
得

価
額
に
含
め
ず
、
租
税
公
課
な
ど

の
必
要
経
費
に
算
入
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。こ

れ
に
対
し
、
ナ
ビ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
シ
ス

テ
ム
は
、
車
両
に
常
時
登
載
す
る
機
器
で

す
の
で
、
車
両
と
一
括
し
て
資
産
計
上
し
、

耐
用
年
数
に
つ
い
て
も
そ
の
車
両
の
耐
用

年
数
を
適
用
す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

消
費
税
の
計
算
上
、
課
税
売
上
に
係

る
売
掛
債
権
が
貸
倒
れ
に
よ
り
回
収
不

能
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
対
応
す

る
消
費
税
は
税
額
控
除
の
対
象
と
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

な
お
、
消
費
税
法
上
の
貸
倒
れ
の
要

件
は
、
会
社
更
生
法
等
の
法
律
に
基
づ

く
債
権
の
切
捨
て
が
確
定
し
た
場
合
な

ど
法
人
税
又
は
所
得
税
の
計
算
上
貸
倒

損
失
の
計
上
が
認
め
ら
れ
る
場
合
と
さ

れ
て
い
ま
す
。

例
え
ば
、
手
形
交
換
所
の
取
引
停
止

処
分
が
あ
っ
た
時
点
で
は
、
法
人
税
又

は
所
得
税
の
計
算
に
お
い
て
は
、
債
権

金
額
の
五
〇
％
を
貸
倒
引
当
金
と
し
て

費
用
計
上
で
き
ま
す
が
、
消
費
税
の
計

算
上
は
、
こ
れ
に
対
応
す
る
消
費
税
額

を
控
除
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で

す
。つ

ま
り
完
全
に
貸
倒
が
確
定
す
る
ま

で
は
消
費
税
額
控
除
は
一
切
認
め
ら
れ

な
い
の
で
す
。

自
動
車
の
取
得
に
伴
う
諸
費
用
の
取
扱
い

私は今年、勤務先の会社を定年退

職するにあたり、今まで居住してい

た都内の戸建住宅を取り壊し、その

敷地に賃貸用アパートを建築して不動産所得

を得ようと考えております。この場合、取り

壊した家屋の取り壊しによる損失は、その後

に建築するアパート経営により生ずる不動産

所得の計算上、必要経費に含めることはでき

ますか？それとも、アパートの取得価額に算

入して減価償却の対象とすることとなるので

しょうか？

残念ながら自己の居住用として使

用していた家屋の取り壊しによる損

失は、新築されるアパートの不動産

所得の計算上、必要経費に算入することもで

きませんし、アパートの取得価額に算入する

こともできません。

〔解説〕 建物の取り壊しにより生じた損失で、

それが必要経費に算入されるのは、その建物

が事業用又は業務用の建物として使用されて

いた場合に限ります。

事業用又は業務用の建物の取り壊しによる

損失が不動産所得の計算上必要経費に算入さ

れるのは、その事業用又は業務用として賃貸

事業の用に供していれば、毎年減価償却費と

して必要経費に算入されていくべきものが、

取り壊しがあったことにより、一時にその償

却があったとみなされることとなるからです。

したがって、自己の居住の用に供されていた

建物については、減価償却費としての必要経

費の概念はなく、その取り壊しは単なる自己

の財産の任意処分と考えられますので、新築

アパートの必要経費にも取得価額にも算入す

ることはできません。

〔補足〕 居住用建物の取り壊しが、その敷地

を譲渡するためのものであるときは、その取

り壊しに要した費用も取壊損失も譲渡所得の

計算上、譲渡経費とすることができます。

貸
倒
債
権
の
五
〇
％
だ
け
を
控
除
で
き
る
？

居住用建物の
取壊しによる損失

Q

A




